
　   　　年　　月　　日

　　 藤枝市教育委員会　　　様

所在地

商号又は名称

代表者役職氏名 　 　㊞

　　　　年法律第154号）の規定による更生手続開始の決定又は破産法（平成16年法律第75条）の規定に

　　　　　又はこれらに反対すること。

　　　　よる破産手続開始の決定を受けた者

２　 上記に反する場合の本申込みによる決定の取消し等、藤枝市教育委員会が行う一切の処置について

 　異議の申し立て、また、本取消しによって生じた損害の賠償請求も行いません。

　（６）法令、市の条例又は規則に違反したことにより刑事処分、行政処分その他の措置を受けている者

　（４）その者の行う活動の主たる目的が次のいずれかに該当すると認められる者

　　　ア　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

　　　イ　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

　　　ウ　特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。）の候補者

　　　　　（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、

　（５）民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続き開始の決定、会社更生法（平成14

１　 当社又は当団体は、次に揚げる者のいずれにも該当しません。

　（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第２項に

　（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定す

　　　　る暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

　　　　規定する風俗営業者

　（３）貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条第２項に規定する貸金業者

　当社又は当団体は、下記の事項について誓約します。

誓　　約　　書

記

　また、藤枝市教育委員会が雑誌スポンサー制度の実施にあたり、下記事項を確認するため必要に

応じて調査・照会することを承諾し、調査・照会で確認された情報を雑誌スポンサー制度の要件確認に

利用することに同意します。


